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事実の概要

　Ｘ（原告）は、医薬品の製造、販売等を業とす
る内国法人である。平成 13 年 9 月、Ｘは、ケイ
マンの特例有限責任パートナーシップ法（以下、
「ELPS 法」という）により、特例有限責任パートナー
シップである CILP を設立し、CILP の全額出資に
よって米国デラウェア州法に基づく有限責任会社
USOpCo を設立し、ClLP を基盤として、製薬会社
GSK 親会社（英国）の完全子会社 GSK（米国）とジョ
イントベンチャー契約（以下、「本件 JV契約」とい
う）を締結した。同年 10 月 19 日、Ｘは、Ｘの完
全子会社である SGH（米国）、GSK 及び GSK の完
全子会社である GSK 子会社（米国）との間でパー
トナーシップ契約を締結し、これらの契約に基づ
くと、CILP パートナーシップ持分は、リミテッ
ドパートナー（LP）であるＸと GSK が 49.99％ず
つ、ジェネラルパートナー（GP）である SGH と
GSK 子会社が 0.01％ずつ保有することになった。
　平成 21 年 10 月、GSK 親会社は米国の Pfizer 社
と共に英国に製薬会社 ViiV 親会社を設立し、同
年 11 月 3日、GSK 及び GSK 子会社は、CILP の全
パートナーシップ持分、本件 JV 契約における契
約上の地位を ViiV 親会社とその米国完全子会社
である ViiV 子会社にそれぞれ譲渡した。
　平成 24 年 10 月 31 日、Ｘは、本件 JV の枠組
みを変更するために、Ｘが設立した英国完全子会
社 SL と現物出資契約を締結し、CILP パートナー
シップ持分（49.99％、LP）をSLに現物出資（以下、「本
件現物出資」という）した。さらに、SGH も CILP
パートナーシップ持分（0.01％、GP）を SL に有償
譲渡した。続いて、SL は、取得した全ての CILP

パートナーシップ持分を ViiV 親会社に現物出資
し、ViiV 親会社株式の 10％を取得した。
　Ｘは、平成 25 年 3 月期の法人税の計算上、SL
への本件現物出資が法人税法 2条 12 号の 4（平
成 28 年法律第 15 号による改正前のもの）に定める
適格現物出資に該当し、その譲渡益が繰り延べら
れるとして確定申告を行った。それに対して、所
轄税務署長は、Ｘに対し、本件現物出資が外国法
人に「国内にある事業所に属する資産」の移転を
行うものであり、適格現物出資に該当しないなど
として、平成 26 年 9 月 11 日付で、各更正処分
及び過少申告加算税の賦課決定処分等を行った。
Ｘは当該処分を不服として、所定の手続を経て、
出訴した。本稿は、本件現物出資が適格現物出資
に該当するか否かについての争点のみ扱う。

判決の要旨

　１　本件現物出資の対象資産について
　「ELPS 法上、パートナーシップ持分とは、特例
有限責任パートナーシップのパートナーが、パー
トナーシップ契約又は同法に基づき保有し又は服
する、利益、資本及び議決その他の権利、恩恵又
は義務に関する持分をいうとされ、同法……本件
パートナーシップ契約……の定めを通じて、CILP
のパートナーシップ持分は譲渡可能な資産として
位置付けられている。
　……本件現物出資契約においては、本件 CILP
持分が『本件リミテッドパートナーシップ持分』
と定義され（条項 1.1）、当該『本件リミテッドパー
トナーシップ持分』が現物出資の対象資産とされ
ていた（条項 2.1）のであるから、本件現物出資
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の対象資産は本件 CILP 持分であったと解するの
が相当である。
　……CILP は、我が国の組合に類似した事業体
であり、ELPS 法及び本件パートナーシップ契約
においても、CILP の事業用財産の共有持分（準
共有持分を含む。）と切り離されたパートナーと
しての契約上の地位のみが他に移転することは想
定されていないものと解される。この点が、法人
における株式の移転とは根本的に異なる点であ
る。
　そうすると、本件現物出資の対象資産となった
本件 CILP 持分についても、その内実は、CILP の
事業用財産の共有持分と LP としての契約上の地
位とが不可分に結合されたものと捉えられなけれ
ばならない。」
　２　本件現物出資の対象資産の経常的な管理が
　　　行われていた事業所について
　「本件 CILP 持分は、……CILP の事業用財産の
共有持分と LP としての契約上の地位とが不可分
に結合された資産であるから、これを経常的な管
理の対象として捉える場合においても、これを
個々の事業用財産の持分やパートナーシップ契約
上の個々の権利等に分解してそれぞれを管理する
事業所を個別に検討するのは相当ではなく、これ
らが全て結合された1個の資産とみてその管理が
行われていた事業所を特定するのが相当である。
　そして、パートナーが CILP の事業に参加する
目的は、その出資に由来する事業用財産の運用に
より利益を得ることであり、パートナーとしての
契約上の地位は、その運用のための手段と位置付
けられるものであるから、CILP のパートナーシッ
プ持分の価値の源泉は CILP の事業用財産の共有
持分にあるということができ、また、CILP の事
業用財産の共有持分とパートナーとしての契約上
の地位との関係は、前者を主とする主物と従たる
権利義務との関係に類似する関係にあるものと捉
えることが可能である。したがって、本件 CILP
持分を 1 個の資産とみた場合のその経常的な管
理が行われていた事業所は、CILP の事業用財産、
中でもその主要なものの経常的な管理が行われて
いた事業所とみるのが相当である。」
　「CILP の事業用財産は、〔1〕現金、〔2〕知的財
産のライセンス、〔3〕治験データ等の無形資産、
〔4〕USOpCo への出資等で構成され……主要な
ものの経常的な管理は、いずれにしても GSK ／

ViiV 側が米国その他の我が国以外の地域に有す
る事業所において行われていたということができ
る。」
　３　当該事業所が国内にある事業所に当たるか
　　　否かについて
　「CILP の事業用財産の経常的な管理は、CILP
の事業活動の一部であり、それを行う事業所が
CILP の事業所に当たることは明らかであるから、
CILP のパートナーであったＸにとっても、当該
事業所は CILP の事業活動を行うＸの事業所で
あったということができる。
　しかし、CILP の事業用財産のうち主要なもの
の経常的な管理が行われていた事業所は、……米
国その他の我が国以外の地域に所在していたか
ら、当該事業所がＸの国内にある事業所に当たる
とはいえない。」
　「以上のとおり、本件現物出資の対象財産であっ
た本件 CILP 持分は、その主たる構成要素である
CILP の事業用財産（の共有持分）のうち主要な
ものの経常的な管理が国内にある事業所ではない
事業所において行われていたということができる
から、『国内にある事業所に属する資産』には該
当しないというべきである。」

判例の解説

　一　適格現物出資制度とその沿革
　法人による現物出資による譲渡損益は、原則、
時価による譲渡として課税されるが、法人税の負
担が企業再編の阻害要因となることを防止し、企
業再編を容易にするために、平成 13 年度税制改
正により導入された組織再編税制の一形態である
適格現物出資では、取得価額引継によって課税が
繰り延べられる（法人税法 62 条の 4 第 1 項）。こ
の扱いは、法人がその有する資産を現物出資して
別法人を設立し、全株式を取得する場合に、圧縮
記帳による課税繰延を実務上容認していたことに
由来するものであるが（昭和 25 年法人税基本通達
254）、昭和 40 年度税制改正によって法制化され
（旧法人税法 51 条）、その後、土地等の現物出資資
産についての特例などが制定されたこともあった
（平成 3年措置法 66 条）。
　内国法人が資産を現物出資して海外子会社を設
立する場合に旧法人税法 51 条による課税繰延を
認めれば、現物出資資産の含み益に後に我が国で
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課税ができなくなる恐れがある（最判平 18・1・
24 訟月 53 巻 10 号 2946 頁）。国内にある含み益の
ある資産を外国法人に移転することでその含み益
に対する課税が行われなくなることを規制し、我
が国の課税権を確保しようとする趣旨で（税制調
査会「法人課税小員会報告」（平成 8年 11 月）第 2
章 12(1) 参照）、内国法人が国内にある事業所に属
する資産を現物出資し、外国法人を設立する場合
には、一定の制限をしてきた。そのため、適格現
物出資についても、外国法人に「国内にある資産
又は負債として政令で定める資産又は負債の移転
を行うもの」を除外し（法人税法2条12号の14）、「国
内にある資産又は負債」として、国内にある事業
所に属する資産又は負債を定めてきた（法人税法
施行令 4条の 3第 9項、平成 28 年政令第 146 号によ
る改正前のもの）。裁判所は、国内にある事業所に
属する資産の該当性について、経常的な管理が行
われていた場所を重視し、事業所の帳簿への記帳
による客観基準と実質基準で判定される課税実務
（法人税基本通達 1－ 4－ 12）による判断基準を合
理性ありとして是認した。

　二　外国事業体の性質決定とパートナーシップ
　　　持分の譲渡
　本件は、ケイマン特例有限責任パートナーシッ
プ持分の適格現物出資該当性が争点であるが、我
が国の税法上、外国事業体をどのように解釈すべ
きかについては、これまでも議論があり、裁判で
も争われてきた１）。学説上は、外国法に準拠して、
その法効果や経済的効果に即して我が国の税法を
適用する考え方と外国法で組織された団体を我が
国の私法に準拠させて税法を適用する考え方に大
別される２）。裁判所は、その判断枠組みを明示し
ていないものの、ケイマン ELPS 法により組織さ
れた特例有限責任パートナーシップを我が国の民
法上の組合類似制度と位置付け、第一段階として、
現物出資対象資産について検討した３）。なお、ケ
イマン特例有限責任パートナーシップ４）は法人
ではなく、我が国の任意組合類似制度と認定した
先例がある５）。
　我が国では組合に対する税法は、ほとんど整備
されておらず、法人格がなく、人格のない社団等
でなければ、組合の事業活動による所得は、課税
実務上、構成員課税（パス・スルー課税）が適用
されてきたが（法人税基本通達 1－ 1－ 1、14 － 1

－ 1、14 － 1 － 2）、組合の組合員の持分の譲渡が
行われた場合の課税上の取扱いは必ずしも明確で
なかった。我が国の任意組合における組合員の権
利義務は、8つに細分化され６）、そのうち①から
⑥の権利義務の全部または一部が組合員の持分に
係るもので、その実質は「組合員たる地位」その
ものであるとされる。財産的な側面から、組合員
の持分は、㋐個々の組合財産上の合有持分、㋑ 
㋐の集合としての持分、㋒包括的な組合財産につ
いての抽象的持分とする見解もある７）。
　米国税法上、パートナーシップを課税上独立し
た実体とみなさず、単なるパートナーの集合とみ
る集合アプローチ（aggregate approach）とパート
ナーシップを課税上独立した実体とみる実体アプ
ローチ（entity approach）の 2 つの考え方があり、
前者によれば、パートナーシップ持分の譲渡は、
パートナーシップ資産に対する共有持分の譲渡、
後者によれば、法人の株式と同様、個々のパート
ナーシップ資産に対する直接の持分の譲渡ではな
く、パートナーシップ持分という資産の譲渡にな
るとされる８）。我が国の任意組合の組合員たる地
位の譲渡は、法的根拠がなく必ずしも明確ではな
いが、一般的に、集合アプローチに基づく個々の
組合資産に対する持分の譲渡であると解されてき
た９）。
　本件では、現物出資資産につき、個々の組合財
産である持分権である「CILP の事業用財産」と
するＸの主張に対し、Ｙ（被告）は、CILP の LP
たる地位（上記「組合員たる地位」と理解できる）
に基づく各種権利義務の総体（個々の事業用財産
の持分を含む）である「パートナーシップ持分」
であると主張した。裁判所は、資産の譲渡性と現
物出資契約を前提に現物出資資産は、「パートナー
シップ持分」である CILP 持分としたが、CILP 持
分の移転は契約上の地位のみの移転ではなく、株
式のように法人の資産と株主の持分を切り離すこ
とはできず、事業用財産の共有持分と契約上の地
位とが不可分に結合されたものと解しており、そ
の点が注目される。それに対して、有限責任事業
組合の持分の業務執行組合員への譲渡について争
われた事件（国税不服審判所裁決平 28・3・7 裁決
事例集 102 集 107 頁）では、組合の出資持分と組
合員たる地位である持分とを不可分一体のものと
するものの、持分の譲渡は持分が表象する組合財
産に対する持分の譲渡として、組合財産の共有持
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分の移転ととらえる 10）。

　三　現物出資対象資産の管理の場所
　適格現物出資の該当性を判断する第二段階とし
て、現物出資対象資産が国内事業所で管理されて
いたか否かが問題となる。Ｘは組合財産がＸの国
内事業所で管理されていないとしたのに対して、
Ｙは、現物出資対象資産がパートナーシップ持分
であり、それがＸの国内事業所に記帳されていた
ことから、国内事業所で管理されていたと主張し
た。裁判所は、現物出資資産がパートナーシップ
持分としながらも、それが経常的に管理されてい
る事業所は、「個々の事業用財産の持分やパート
ナーシップ契約上の個々の権利等に分解してそれ
ぞれを管理する事業所を個別に検討する」のでは
なく、それらを 1つの資産ととらえ、事業用財
産の共有持分とパートナーとしての契約上の地位
とを主従の関係と構成し、主要な事業用財産の経
常的管理が行われた事業所でもって判断した。

　四　本判決の意義
　本判決は、事業用財産とパートナーシップ所得
の源泉を結び付け、事業用財産を経常的に管理
する事業所がパートナーシップの事業所であり、
パートナーの事業所であることを明らかにした点
で意義がある。一方、事業用資産の管理が複数の
事業所でなされている場合 11）や不動産が含まれ
ている場合についても本判決の判断枠組みが該当
するのか、その射程が問題になろう。経常的な事
業所と恒久的施設の関係につき、JV や有限責任
組合員の恒久的施設認定について各国の判断がさ
まざまであることに鑑み、本判旨の普遍性にはさ
らなる検討が必要である。さらに、課税繰延所得
と課税権の確保について一石を投じたものとして
も重要な意味をもつ。
　なお、本判決は東京高裁に控訴されている。

●――注
１）例えば、米国デラウェア州LPSの法人該当性については、
最判平 27・7・17 民集 69 巻 5号 1253 頁など。

２）後者は、斎木敏文「租税回避行為の否認」實金敏明編『租
税訴訟』（新日本法規出版、1999 年）202 頁。弘中聡浩「我
が国の租税法規の国際取引への適用に関する一試論」西
村あさひ法律事務所編『グローバリゼーションの中の日
本法』（商事法務、2008 年）363 頁、373 頁、谷口勢津
夫「判批」判評 676 号（2015 年）116 頁参照、例えば、

パス・スルー課税が適用される外国法に基づく信託の性
質決定も、準拠法との関係が問題になる。我が国にない
外国法制度の税法上の解釈問題については、浦東久男「税
法において使用される法概念について」税法学 536 号
（1996 年）3頁。
３）本事件の評釈として、岡村忠生「塩野義製薬事件判決
の分析と意義（東京地判令和 2年 3月 11 日裁判所HP）」
国際税務 40 巻 6号（2020 年）38 頁、吉村政穂「判批」ジュ
リ 1547 号（2020 年）10 頁、安井栄二「判批」税務QA（2020
年）93 頁、佐藤修二ほか「判批」T&A master837 号（2020
年）19 頁、西中間浩「判批」税経通信 75 巻 10 号（2020
年）177 頁。裁決等については、T&A master593 号（2015
年）17 頁、岡村忠生「租税法：複雑系　国際的ジョイ
ントベンチャーと現物出資の適格性 (1)(2)」税研 31 巻 3
号 68 頁、同 4 号（2015 年）71 頁、太田洋「組合に係
る課税関係についての若干の考察」西村あさひ法律事務
所編『グローバリゼーションの中の日本法』（商事法務、
2008 年）358 頁。

４）岩品信明「（第 7回）ケイマン特例 LPS の法人該当性
の検討」税弘 61 巻 5 号（2013 年）154 頁、増田晋「租
税法と国際私法の交錯――ケイマンのリミテッド・パー
トナーシップを題材として」山田喜寿『納税者保護と法
の支配』（信山社、2007 年）543 頁。

５）名古屋高判平 19・3・8 税資 257 号順号 10647 は、
1991 年改正 ELPS 法に基づき成立されたケイマン LPS に
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